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亀田正人

Waste Disposal Charges ; Their Effects and 
Influences upon Date and Kutchan 

Masato Kameda 

Abstract 

This paper wiIl investigate and compare Date and Kutchan Cities守 newHousehold Waste 

Disposal Charges， and the reduction of waste output. [t will also examine the program's influ-

ences upon the attitudes of the local population 

The results of this paper wiIl show: l. that the waste output was reduced by about 1 ()%， 2 

the number of the people that were against the project at first which were the majority， are 

now the minority， 3. the charges produced a positive attitude among the local population to 

wards reducing waste by personal experience 

はじめに

近年、地球規模の環境問題に対処するため、さまざまな国際機関や各国政府

内で「環境税」がにわかに検討されはじめている 1)2) :1)。北欧諸国などではす

でに環境税の一種である炭素税を導入している4)。その内容については実にさ

まざまに考案されているが、「環境税」に限らず一般に「経済的手段」が直接

規制とならんで環境問題への対処に有効であるという考え方は従来からあり、

最近急速に広まっている 5) r経済的手段」とはこの場合、個人あるいは企業

の活動を環境保全にとって好ましいと社会が認める方向に誘導したり、 Hまし
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くないものを抑制するために、経済的インセンテイヴを号える手法である。直

接規制をすべて代替することはできないが、直接規制と組み合わせるなら効率

的で波及効果の大きい政策手法と考えられている。課徴金、補助金、デポジッ

ト制度、いわゆる「エコ・ライト」構想などがこれにあたる6)。

しかし、「経済的手段」がよいことづくめであるとは到底言えない。どのよ

うな「経済的手段」にも次のような問題が存在する O ①本当に環境負荷を抑制

しうるか、②たとえ環境負荷を抑制しえたとしても、納税者にはもっぱら負担

としてとらえられ、環境へのより積極的な配慮へとつながらないのではないか。

①そもそも導入が人々に支持されるか。(正当性、負担構造、収入の使途など

の問題。)

ところで近年、家庭や事業所から排出される一般廃棄物(以下「ごみ」と呼

ぶ)の増大に対処するため、排出量に応じてごみ処理手数料を徴収する、いわ

ゆる「ご、み処理有料制」を導入する地方自治体がふえている7)8)9)10)11)O この

制度は、「環境税」などと比べればその影響は決して広範囲とは言えないが、

それでもやはり「経済的手段」の一種にはちがいない。住民にごみ排出量を減

らすような経済的インセンティヴを与えることで、ごみによる環境負荷を減ら

す手法だからである。そのうえ、導入決定、収入の使途、賦課される対象、負

担者と、どれをとっても個々の住民にとって非常に身近であるという点で、

「環境税」などにはない密着性がある。しかも最近ではごみ量の急激な増加を

背景に、この制度の有効性に期待する声が高まっている 12)13)。

すでにこの制度を導入した自治体の実際の経験は、この制度を合めたさまざ

まな「経済的手段」の是非や内容を考えるうえで、貴重な参考資料を提供する

のではないか。そのような見込みから筆者は、ともに 3年ほど前にごみ処理有

料制を導入した北海道の伊達市と倶知安町をとりあげ、その実際を関係者への

聞き取り調資、関係資料の調査および、住民へのアンケート調査を組み合わせて

調査した。本稿はその結果を報告し、若干の考察を加えるものである。

基本的観点はさきに「経済的手段」一般について挙げた①、②および③であ

る。すなわち、①ごみ処理有料制は本当にごみを減らす効果をもつか(第 2章)
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と、①ごみ処理有料制は住民に支持されるか(第 3章 A) を考察し、後者につ

いてはさらに、それがどのような要因によって左右されるかにも考察を加える

(第 3章 B)。この第 3章の考察は同時に、②ごみ処理有料制が住民の問に単な

る負担感ではなくごみ減量への積極的な意識と行動を引き起こすかということ

の考察にもなるはずでもある。なおそれらの前に基礎資料として上記両市/町

におけるごみ処理有料制の概要を述べる(第 1章)。

筆者の関心の中心は、ごみ処理有料化によって引き起こされる住民意識の変

化が、ごみ問題にとどまらず広く他の環境問題への関心・取り組みにつながっ

ていくかどうか、つまりごみ処理有料化の波及効果にある O 環境保全に占める

ごみ処理有料制の意義は、この波及効果をも視野に入れはじめて、全面的に明

らかにしうるはずである O 本稿はそのための予備的考察の位置を占める。

有料化の概要

A ごみ処理システムの現状

しくみ

v伊達市

伊達市は北海道の南西、噴火湾に而ーした、人口34，995人、世帯数12，078世帯

(住民基本台帳、 1990年3月31日現在)の都市である O 農業と水産業を基幹産

業としている。

一般廃棄物の処理業務は市の清掃センターが行っている。清掃センターは、

焼却処理施設と破砕処理施設とから成る中間処理施設と、最終処分場を運営し

ている O 焼却処理施設の処理能力は36t/目、破砕処理施設の処理能力は15t/日

である O 収集・運搬の方式は表-1のとおりである O 中間処理できないごみは

直接最終処分場に搬入されて最終処分(埋め立て)される。中間処理できるも

のはいったん中間処理施設に搬入されて焼却されるか破砕され、焼却灰と破砕

残漬が最終処分場に搬入されて埋め立てられる O

p
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表-1 収集・運搬の方式伊達市

廃棄物の種類
収集・搬入

収集回数 搬入先
収集量(単位

主体 1990=平成2年度)

燃
下、、

み 市直営収集 1 ~ 5回/週 5.100 」

:不 燃
、J み 市 直 営 収 集 1回/週 1，125 」

ィー 燃
、，、、

み 市 委 託 収 集 30日/年 清掃 40 ) 

ト一一一

粗 大
、，、、

み 市直営収集 申 込 市リ 82 」

キ且 大
、険、、

み 排 出 者 搬 入 セ ン 117 」

事 業系 可燃 許可業者収集 1 ~ 7回/週 918 

一般廃棄物 不燃 許可業者収集 l回/月 タ 一 28 

事業系 可燃 排出者搬入 708 

一昨立廃棄物 不燃 排出者搬入 209 

不 燃
事情

み 市直営収集 40 」

不 燃
、個、、

み 排出者搬入 3，957 」

キ且 大
、，ー、、

み 市直営収集 最終 1 」

キ且 大
事、ふ

み 排出者搬入 3 」

生 活排水汚泥 許可業者搬入 処分場 300 

生活排水汚泥 排出者搬入 258 

産業廃棄物 排出者搬入 147 

計 13.033 

*資料:f升達市市民部『平成 3年度清掃事業概要」

ごみ処理の手数料が徴収されている。この手数料は、一般家庭にも事業所に

も区別なく適用される。ただし生活保護世帯は無料である。各家庭・事業所に

ついて一定量まで無料でそれを超えるものだけ有料というのではなく、すべて

のごみが有料である。住民はごみ(可燃および不燃)を出す際に、容器に市の

発行する「ご、み処理券」を貼付して出すか、あるいは「ごみ処理券」があらか

じめ印刷されている専用のポリ袋に入れて出さなければならない。「ごみ処理

券」と「ご、み処理券」っきごみ袋は市内の82軒の商庖に市が委託して販売させ
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ている。住民はこれらを買うというかたちで、ごみの排出量に比例した手数料

を支払うわけである。なお、ごみの排出者が自身でごみを清掃センターに持ち

込む場合には、その量に応じた手数料を現金で支払う。

市が収集・運搬・処理する場合の手数料は、容量40e (10切に相当すると想

定されている)ごとに60円である。(専用袋は40e用60円のものと 20e用30円

のものがある O 籾大ごみは一律 1個別円。)排出者が清掃センターに搬入し、

市が処理だけする場合の手数料は、重量100kgまでは370円で、それを超えたと

きにはlOkqごとに37円を加える。自己搬入の場合、市収集の場合よりも収集・

運搬費用の分 (38%) だけ手数料が割り引かれているわけである。

なお、徴収された手数料はもっぱら清掃センター予算の収入となる。

V倶知安町

倶知安町は北海道の南西、ニセコ山系に位置する、人口17，735人、世帯数

6，760世帯(住民基本台帳、 1990年 3月31日現在)の町である。農業と、多く

のスキー場を中心とする観光を基幹産業としている。

一般廃棄物の処理業務は、町の清掃センターが行っている O 清掃センターは、

焼却処理施設と破砕処理施設とから成る中間処理施設と、最終処分場を運営し

ている。焼却処理施設の処理能力は30t/日、破砕処理施設の処理能力は15t/日

である。収集・運搬(可燃ごみは週 2回、不燃ごみは週 1回、粗大ごみは年 3

回)は民開業者に委託している O ごみは直接最終処分場に搬入されて埋め立て

られるか、いったん中間処理施設に搬入されて焼却または破砕された後、最終

処理場に搬入されて埋め立てられる O

ごみ処理の手数料が徴収されている。徴収様式は表 2のとおりである O

- 57 ← 
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表-2 ごみ処理手数料の徴収様式 倶知安町

手数料の種類 取扱の区分 基礎単位 金額

収集時に一般廃棄物を収

集・運搬・処分するとき 40 ~ま fこは 18kg 80円

(証紙方式)

一般廃棄物
事業活動に伴う多量のー I回201-400~ 

般廃棄物を収集・運搬・ または91-180kg 800円
処 理 手 数 料

処分するとき 1回401-800~ 

(定額方式・後納) または181-360kg 1，600円

(13事業所) 1回80U以 t二

または361旬以上 3，000円

一般家庭の廃棄物を自己

搬入処分するとき

(現金方式)

事業活動に伴う一般廃棄
一般廃棄物

物を自己搬入処分すると
10切につき 20円

き
処分 手 数 料

(後納方式，現金方式)

(96事業所)

A般廃棄物業者が一般廃

棄物を搬入処分するとき

(後納克式)

粗大ごみを年 3回収集・運搬・処分するとき 鉦 料 l

本証紙があらかじめ印刷されている専用のポリ袋は、可燃ごみ用として40e用80円、 20e用
40円、lOe用20円の3種類、不燃ごみ照として40e用80円、 20e用40fT]の2種類用意されて

いる。

*資料:倶知安町『供知安町一般廃棄物処理業務資料J (1990年11月)

各家庭(生活保護世帯をのぞく)と、特別の契約を町と結んでいない事業所

oo 
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は、ごみを清掃センターまで自分で運んで処分してもらうか、収集日にごみを

出す際に証紙があらかじめ印刷されている専用のポリ袋に入れて出さなければ

ならない。この袋は町内52軒の商庖に町が委託して販売させている。住民はこ

れを買うというかたちで、ごみの排出量に比例した手数料を支払うわけである。

一定量まで無料というのではなく、すべてのごみが有料である。

「処理手数料」と「処分手数料」との違いは、後者が収集と運搬を含まない

点にあるが、それによる割引率は最高55%である。(表 2中の「証紙方式」

と「現金方式」との比較。)

なお、故収された手数料はもっぱら清掃センター予算の収入となる。

ii 実績

V伊達市

1990年度のごみ処理総量は、表-1の「収集量」欄に示したように、

13，033tにのぼった。また、市資料によると(表-3A参照)、このごみを処理

するのに要した費用は総額207，578，182円にのぼった。他方、費用を賄う収入は、

その65.7%が市の一般会計からの繰り入れであり、ごみ処理手数料による収入

は全体の33.1%を占めた。つまり住民は自らの排出するごみの処理費用のうち

7割弱を租税のかたちで、 3割強を手数料のかたちで負担していることになる。

表-3A ごみ処理量とごみ処理費用 1990年度 伊達市

年実績 月平均 週平均 i袋数 日平均

総量実績(t ) 13，033 1，086 250: 24，995 36 

処理量 l人当たり平均(kg) 372.4 3l.0 7.1 : 0.7 l.0 

l世帯当たり平均(同) l. 079.1 89.9 20.7: 2.1 3.0 

総額実績(千円) 207，578 17，298 3，981 : 569 

処理費用 l人当たり平均(円) 5，932 494 114 : 16 

l世帯当たり平均(円) 17，186 1，432 330 : 47 

総額実績(千円) 68，685 5，724 1，317: 1，954 188 

手数料 I人当たり平均(円) 1，963 164 38 : 0.6 5 

1世帯当たり平均(円) 5，687 474 109 : l.8 16 

ハ百戸ヘ
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*子均はすべて単純平均。したがって市の発表と異なる場合がある。

*'袋数」は、「週平均」を40~用袋(10均二 60円)に換算したもの。実際には現金で支払わ

れるもの(自己搬入ごみ)がある。「処理費用総額実績」は起債償還費を除外した。

本資料:伊達市市民部「平成 3年度清掃事業概要』

V倶知安町

1990年度のごみ処理総量は、町資料によると、 6，473tにのぼった。このごみ

を処理するのに要した費用は、総額117，745 ，000円にのほ守った O 他方、費用を

賄う収入は、その64.0%が町の一般会計からの繰り入れであり、ごみ処理手数

料による収入は、費用の28.7%を占めた。つまり住民は自らの排出するごみの

処理費用のうち 6割強を租税のかたちで、 3割弱を手数料のかたちで負担して

いることになる。(表 3 B参照)

表 -3 B ごみ処理量とごみ処理費用 1990年度 倶知安町

年実績 月平均 週平均:袋数 日平均

総量実績(t ) 6司473 539 124 6，896 18 

処理量 1人当たり平均(同) 365.0 30.4 7.0 0.4 1.0 

l世帯当たり平均(同) 957.5 79.8 18.4 : 1.0 2.6 

総額実績(千円) 117，745 9，812 2，258 • 323 

処理費用 1人当たり平均(円) 6，639 553 127 : 18 

l世帯当たり平均(円) 17，418 1，451 334 • 48 

総量実績(千円) 33，831 2，819 649' 8.110 93 
卜一一一一一

子数料 I人当たり平均(円) 1，908 159 37 : 0.5 5 

l 世帯当たり平均(円) 5.005 417 96 • 1.2 14 

*平均jはすべて単純平均。 Lたがって町の発表と異なる場合がある。

牢「袋数」は、「週平均」を40e用袋(l8kg=80円)換算したもの。実際には現金や後納で支

払われるものが2割程度ある処理費用総額実績」は起債償還費を含まない。

*資料:倶知安町『倶知安町ー般廃棄物処理業務資料J (I991年11月)

B 有料化の経緯

V伊達市14)
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現在のごみ処理システムは、「伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」

(以下「条例」と略記)に基づいて運営されている。ごみ処理手数料制は1989

年 3月の条例改正によって導入され 7月から実施された。

伊達市では従来すべてのごみをそのまま最終処分場に埋め立てていたが、最

終処分場の収容可能年数が限られてきた O そこで1986年、中間処理施設を建設

してごみの滅容を図ることを柱とした「ご、み処理基本計画J が決定され、翌

1987年から清掃センターを建設、 1989年 2月に稼働を開始した O

この間の1988年12月、市長が議会にごみ処理手数料制を内容とする条例改正

案を提出した O 内容は、 1989年 4月1日以降、市収集ごみは40eにつき70円、

自己搬入ごみは100kgまで430円、それを超える10kgにつき43円の手数料を徴収

するというものであった。提案理由は、①清掃センター稼働による財政負担増

の一部(直接的処理費用の約 9割)を賄う、②家庭系と事業系とのごみ区分を

廃し、従量制によって公平な負担体系にする、③リサイクルとあいまって、従

量制によりごみの減量が期待できる、の 3点である O

この改正案はすぐに採決されず、文教民生常任委員会に付託され、その結果

継続審議となった O 継続審議となった背景には、提案からの時間が短く論議が

十分尽くせないということのほかに、住民の間にかなり大きな反対の声があが

りはじめていたという事情があったと思われる O このときの議会にも、市民団

体 (3，945名)から反対の陳情が提出されている O その反対理由は、①手数料

徴収は「税の二重負担」になること、②ごみ処理費用の節減は長期的・自発的

なごみ減量運動の成果として行うべきこと、の 2点である。その後反対署名は

12，811名(有権者A はおよそ24，000名)にのぼり、また農協、漁協などの経済団

体からも反対の要望書が出された O

文教民生常任委員会内でも、①家計を圧迫する、②地方自治法第 2条と第

227条によれば、ごみ処理は自治体が租税で行うことになっている、③住民の

多くが反対している、などの反対意見が出された。しかし委員会は結局、①手

数料を40eにつき 60円、自己搬入の場合100kgまで370円、それを超える10kgに

つき 37円とする、②施行を1989年 7月からとする、という修正案を提出し、議

官
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会は1989年 3月、これを可決した。いわば賛成派が住民多数の反対を押し切る

かたちで有料制をスタートさせたわけである。

その後市は、ごみ減量の受け皿づくりのため、 1989年 4月リサイクル運動推

進事業助成金制度を発足させるなど、リサイクル活動の奨励に力を入れている。

それに呼応して住民の聞にも資源の集団回収運動の盛り上がりがみられ実績も

あがってきている。紙類、金属類、ぴん類、布類合わせて、 1989年度の回収総

重量は764t、1990年度は1，288t (前年度比68.6%増)であった 15)。これは1990

年度のごみ処理量13，033tと回収量との合計14.321tの9.0%にあたる。また清

掃センターが処理中に回収した鉄分804tを加えると、その割合は14.6%となる。

なかにはリサイクルを徹底してやり、その収益金でごみ袋を買うことにより、

ごみ処理手数料を全く支出しなくてもすむようにした町内会もある。また市民

団体などの呼びかけで市内の大型自では牛乳パックとトレーの回収を行ってい

る16)
O 

V倶知安町J7)

倶知安町でごみ処理が有料化されたのは、 1989年 2月の「倶知安町廃棄物の

処理及び清掃に関する条例J (以下「廃掃条例」と略記)の改正と「倶知安町

収入証紙条例J (以下「証紙条例」と略記)の制定によってである。

倶知安町では従来、ごみはすべて最終処分場に埋め立てられていたが、最終

処分場が限界に近づいてきたため、 1984年から新しい最終処分場と中間処理施

設の建設計画に着手した O 中間処理施設は1988年12月に開設され、最終処分場

は1991年11月に完成した O

中間処理施設建設中の1988年 4月頃から、町ではごみ処理有料化を検討しは

じめ、同年 9月、町長が1989年 4月からごみ処理を有料化するための廃掃条例

の改正案を議会に提出した O この案は厚生文教常任委員会に付託されて継続審

議となったが、同年12月、町長は案に不備な点があったため新たな案を提出、

あわせて証紙条例の制定を提案した。これら 2つの議案はその審議のために設

けられた特別委員会に付託され継続審議となった。
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この問、住民の聞に有料化反対の声が高まり、 2つの団体から陳情もなされ

た。議会内でも意見は激しく対立していた。陳情書や委員会の審議中に現れた

反対理由は以下のとおりである。①家計を圧迫する、②地方自治の精神からい

ってごみ処理は自治体の責任、③「税の二重負担」、④新しいサービス抜きの

受益者負担、①財政は黒字、@不法投棄がふえる、⑦自家処理による環境悪化

のおそれ、@無料のままでの住民の意識・マナーの向上が大事、@住民の多く

が反対している、など。

結局、特別委員会は 2つの議案に、有料化実施を 6月からにするなどの修正

を加える案を可決、この報告を受けて議会は1989年2月、賛成派が反対派を押

し切るかたちでこの修正案を可決した。

こうして同年 6月からごみ処理手数料の徴収が始まったのであるが、住民の

聞には依然として不満が根強く残っていた。 18)有料化から 1年 3か月を経た

1990年 8月末、住民の中から有料化の是非についてあらためて町民の直接投票

で決しようと主張する人々が現れ、「町民投票条例制度を求める住民の会」を

結成、地方自治法第74条に基づいて「倶知安町における一般廃棄物処理手数料

徴収についての町民投票に関する条例」の制定を求める直接請求運動を展開し

た。法の定める 1か月の間に有権者(約13，000名)の半数を超える7，747名の

署名(有効署名は7，128名)を集め、条例制定を請求した。

町長は法に従って11月、制定を請求された条例案を、反対意見を付して議会

に提案した。反対意見は、有料化が①ごみ減量に有効、②負担が公平、①財政

負担増を緩和する、という利点をもち、今後の環境保全の観点からも先見性の

ある選択であることを強く訴えるものであった。議会はただちに総務常任委員

会に付託することを決め、その審査報告を受けて12月20日、案を否決した。住

民投票は実現されなかった。

その直後の1991年 1月20日に行われた町長選挙は、有料制反対派からも候補

者が出て、現職町長との問で有料制問題を主な争点として戦われた。その結果、

反対派候補は3，400票しか得られず、 6，200票余りを獲得した現職町長が当選し

た。これ以降、有料制への表立った反対運動は行われていない。
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ところで、町では有料化直後からリサイクル運動を推進する方法を試行しは

じめ、 1990年 5月から「資源の日」を実施している。これは、町内会などで従

来から行っている廃品回収活動とは別に、毎月第 1日曜日(，資源の日J)に住

民に不要な紙類、ぴん類、空き缶、牛乳パッ夕、鉄屑(将来発砲スチロールも

予定)を出してもらい、町が回収するシステムである。その売却益は、清掃セ

ンターでの回収物の売却益とともに町の「社会福祉事業基金」として積み立て

られている。従来から町内会などで行われている廃品回収活動と合わせて成果

を上げている。

1990年度の「資源の日」の回収重量は57t、1991年度(3月分を除く)は98t

(前年度比71.9%増)であった。後者は1991年度のごみ処理量(筆者推計;図

-2  B参照)6， 562tと回収量との合計6，660tの1.5%にあたる。 1990年度につ

いてみてみると、「資源の日」の回収量57tと町内会などの廃品回収量113tとの

合計170tは、それとごみ処理量6，473tとの合計6，643tの2.6%にあたる。これに

清掃センターが処理中に回収した量279tとの合計449tは、 6.8%にあたる 19)。

町ではさらにリサイクルを推進するため、匝収資源を処理・保管する「リサ

イクルセンター」の建設を予定している 20)。このような行政の側からのリサ

イクル誘導に呼応して、 1992年 2月には町内会連合会が「資源リサイクル運動

の町」宣言をしてリサイクルをさらに進める姿勢をみせている。また同じく 3

月に、有料化反対派の町議会議員 5名がリサイクル推進を目的とする条例案を

提出している(継続審議中)。有料化をめぐる激しい論議を経て、賛否両派と

もにリサイクルに対する姿勢が積極的になったと言えよう。

2 有料化のごみ減量効果

A 減量実績

ごみ減量実績

有料化に際しては、その利点としてごみの減量を促す効果があるということ

が主張されたが、有料化された後、実際にそのような効果が上がっているので

あろうか。両市/町での有料化から 3年ほどが経過した現時点で、限られた資
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料を用いてではあるが、検証してみる O

V伊達市

まず、市の発表している減量実績をみてみよう。(国一 1参照)

(単位 t. ) 

8， 

図自己搬ごみ

口市収集ごみ12， 

4， 

1985年度 1986年度 1987年度 1988年度 1989年度 1990年度

図ー 1 ごみ排出量の推移(生活ごみに限る) 伊達市

*資料:伊達市

これによると、例えば有料化前年の1988年度に比べて、有料化した1989年度

では23.7%、翌1990年度では37.0%、ごみが減少している O また試みに1985-

1988年度の平均と 1989-1990年度の平均とを比べると 26.0%減少している O ど

れをとっても目覚ましい減り方である9)12)。ただし、この比較には留保が必要

である。すでに述べたように、伊達市では1988年度まですべてのごみを埋め立

て処分しており、それにともなって、ごみの計量方法が現在のものと異なって

いた O したがって比較には誤差がともなうことを考慮する必要がある。

しかもこの比較は「生活ニザみ」についてのみみた場合のものである。実際に

は事業所から排出されるものを含めてすべてのごみが処理されなければならな

い。各家庭でのごみ減量努力の成呆が大きいことは推定できるが、自治体全体

のごみ減量はそれだけでできるわけではない。そこで次に、生活系と事業系を

合わせた全ごみ量がどのように変化したかをみてみよう。(図 2A参照)
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1985年度 1986年度 1987年度 1989年度 1990年度 1991年度

図-2A ごみ排出量の推移伊達市

*資料:伊達市市民部「平成 2年度清掃事業概要」、同「平成 3年度清掃事業概要」、伊達市

清掃センター「塵芥受入月報J (1991年 4月 1992年 3月)

牢「自己搬ご、み」には自動車道建設にともなう残土が含まれており、 1990年度は特に手れが

多かった。

1989-1991年度の平均は11.444tである O これを1988年度と比較すると 16.0%

の減少、また1985-1988年度の平均と比較すると 12.0%の減少となる O さきの

「生活ご、み」の場合と比較すると、事業系のごみの減少率が小さいことが分か

るが、それを含めても、有料化は伊達市ではごみを減らす効果があったと推定

できる。

最後に、最終処分されたごみ量の推移をみておこう。これは、最終処分場の

使用可能年数に影響を与え、将来の最終処分場建設による財政面・環境面での

コストに影響を与える点で、重要な指標である O

1989-1991年度の平均は4，746tである。これを1988年度と比較すると 65.2%

の減少、また1985-1988年度の平均と比較すると63.0%の減少となる o 1989 

1991年度の平均減量率(最終処分重量/処理重量)は、焼却処理について83.8%、

焼却を含めたすべてのごみについては58.5%である。

ただしこれらは重量比較であり、容量比較ではない。容量の資料はないが、

焼却処理や破砕処理によって、容量の減少率は重量の減少率よりもずっと大き
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いはずである 09)

有料化は、中間処理の導入とあいまって、最終処分量を大幅に減少させてい

る。

V倶知安町

町自身はごみの減量率を公表していないので、町の資料を用いて全ごみ排出

量の推移を推計する(図一 2B参照)。

(単位:t. ) 

8，OOOr-

6， 

4， 

2， 

1988年度 1989年度 1990年度 1991年度

図-28 ごみ排出量の推移倶知安町

E抱大ごみ
図不燃ごみ
ロ可燃ごみ

*資料:倶知安町「倶知安町一般廃棄物処理業務資料J (1991年11月)ほか。ただし、①

1988年度分は資料のある12-3月分の実績と、 1989および1990年度の季節変動とから推計

した。②1988年度の粗大ごみは資料がないので1989-1991年度の平均をあてた。①1991年
度(粗大ごみをのぞく)は資料のある 4-10月分の実績と、 1989および1990年度の季節変

動とから推計した。

1989-1991年度の平均は6，411tである。これを 1988年度の6，993tと比較する

と、 8.3%の減少である。推計部分が多いので精度は低いが、倶知安町でもご

みは減ったと推定しうる。(ただしごみ量が漸増する気配もある。これには大

リゾート地をかかえた倶知安町への入り込み容の増加が関係しているかもしれ

ないが、確定できない。)

同じく町の資料に基づいて最終処分量を推計すると、 1989-1991年度の平均
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(処理量に 1990年度の滅量率を乗じた)は1，272tとなる。これを 1988年度の

6，993tと比較すると、 81.8%の減少である。伊達市と同様、滅容率はこれより

高いと推定しうる。(なお、この減少率が伊達市に比べて大幅に大きいのは、

可燃ごみと不燃ごみとの比率の違いによるものと考えられる。伊達市では自動

車道建設にともなう残土が大量に処分されている。)

倶知安町でも、有料化が中間処理の導入とあいまって、ごみの排出量と最終

処分量を減少させたと推定しうる。

ii 費用節減実績

ごみの減量にともなって当然処理費用も節減されると考えられる。そこで、

両市/町の場合、有料化によってどの程度の費用節減が行われているのかをみ

てみよう。とはいっても、両市/町の場合、有料化とほぼ同時にごみ処理の方

法が変わったので、有料化前後の実際の費用を比較しでも有料化による費用節

減だけを抽出することができない。そこで、推計は次の要領で行う。

①比較は1988年度と 1990年度(資料が最も揃っている)とを対象に行う。②

1988年度も1989年度以降と同じ方法でごみ処理が行われていたと仮定する。③

したがってごみ処理量単位あたり費用も1990年度のそれ(②より、起償償還費

をのぞく)と同じと仮定する。④ゆえに、費用節減額(1988年度のごみ処理

量一1990年度のごみ処理量) X 1990年度のごみ処理量単位あたり費用、となる。

⑤ただじ、ごみ処理費用には固定的な費目が含まれるから、費用総額は処理量

に比例して減少するわけではない。したがって以下の推計は費用削減を実際よ

りも大きく表すということに留意する必要がある。

v伊達市

前項でのごみ処理量推計の結果を用いれば、

(13， 623t -13， 033t) X 207 ， 578，182円/13，033t=9，397，002円

となる。これは 1世帯当たり平均778円であり、手数料支出の13.7%、13.0袋

分にあたる。

- 68 -



ごみ処煙有料化のごみ減量効果と住民意識への影響

v倶知安町

(6，993t-6，473t) X1l7，745，000円/6，473t=9，458，891円

となる O これは 1世帯当たり平均1，399円であり、手数料支出の28.0%、17.5

袋分にあたる。

ごみ処理を従来どおりすべて税収で賄っていればこれらの分は節減できなか

ったはずである 0・その意味では、住民の側からみて、租税負担(有料化後には

手数料を含む)は有料化によって軽減されたと言うことができる O 両市/町の

場合、中間処理の開始を伴っていたので、ごみ処理手数料は家計支出の純増と

して現れたのであるが、従来からご、み処理法が変わらなかったと仮定すれば、

そしてまた他の行政サービスに変わりがないと仮定すれば、有料化によって住

民の平均家計支出は減ったはずである。実際にはその分、他の行政サービスの

増加に振り向けられているとみなしうる o (もちろんこの「増加」の内容が「向

上」であるかどうかは個々人の評価によって異なる。ここに有料化への住民の

賛否を左右するひとつの要因がある。 3-A-ii参照。)

B 住民の減量感

ごみ減量感

市/町全体のごみの客観的な減少もさることながら、住民が自分自身でどれ

くらいごみを減らしたと感じているか(以下「ご、み減量感J という)も、有料

市Ijへの住民の評価や環境意識の!よがりといった観点から、非常に重要である。

そこで、住民のごみ減量感を、アンケート{loこoみ減量感〉を用いてみてみよ

うo (図 3参照) (以下、[ ]はアンケートへの回答の略称。資料参照。)

伊達市では[不変]から[1割減]、 [2-3割減]にウエイトがあるのに対し、

倶知安町では[不変]から[1割減]にウエイトがある O 倶知安町よりも伊達

市の方が減量感が強い。これはさきにみた両市/町間の減量推計の違いと合致

する。 住民は全体として、市/町全体のごみの減少にほぼ照応する減量!惑をも
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っていると言える。
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住民がどのようなゾi1);でごみ減日に努力しているかを、アンケートの {8

減量五法〉でみてみよう o (凶 4参照)

しはい o~ 120 
不買 | 詰め込む

~120 ~120 一伊達

→具知安

~120 

;k吉り。
~120 

包装を断る

リサイクル。
~129 

堆肥化。
燃やす ~120 

図-4 1tl(のこ、み減量方法

本線数Ir~1干の|口11干数。[不 ïîl は[こみ不買]十[もの不買1 + [その他]
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両市/町とも似通った傾向を示している。回答数の最も多いのが[リサイク

ル]、つづ、いて[燃やす]、[堆肥化]、[詰め込む]の順となっている O つづく[水

きり]と[包装断る]とは両市/町で順序が逆になっているが、[不買]が最も少な

い点は一致している O

現在のところ、減量の最有力な手段がリサイクルであることが分かる O これ

には、両市/町が有料化後リサイクルの奨励に力を入れはじめたことも影響し

ているものと思われる O

袋に詰め込むのもよく行われている。これは各家庭・事業所にとっては手数

料支出の削減になるが、本当の意味でのごみの減量ではない。また自家焼却は

住民・自治体双方の処理費用を削減するが、自治体の焼却よりも環境に対する

負荷が大きくなり、有料化の本来の狙いに反する。とくにプラスティッ夕、ビ

ニール類を燃やす場合はそうである O 住民の向でもこのことへの批判が多く、

なかにはこれを理由に有料制に反対する人々もいる。不法投棄や近隣市町村へ

の持ち出しとならんで、住民意識を高める工夫が必要で、ある O とくにこれらの

問題は有料化そのものが生み出した側面が強いから、有料制導入に際しては必

ずそのー部としてこれらへの対策が必要である O 両市/町では不法投棄などに

は見回りをするなど地道な努力を行っているが、自家焼却による大気汚染には

これといった対応策を見いだしていない。(他の自治体では不法投棄されたご

み袋を開いて投棄者を特定し注意するという対策をとっている所もある 10)が、

これはプライパシ一保護の観点からみて非常'に大きな問題をはらんでいる。)

過剰包装を断るという回答は相対的に少ないとはいえ、人数にして伊達市

29.3%、倶知安町23.9%にのぼる。アンケートの自由記入欄でも製造・流通業

者が過剰包装をやめるべきである、あるいは行政がそのように規制すべきだ、

という声が多かった。また[ごみ不買]と[もの不買]は人数にして伊達市10.4%、

倶知安町12.5%とまだ少ないが、有料化をきっかけにふえる傾向もみられる O

( 3← A-ii参照。)これらは家庭にとって「出口」ではなく「入り口」でごみ

を減らす(発生させない)方法である O したがって大量現象になれば、現在の

大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムの見直しへとつながる可能性を

ウ

i
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もっている O 今後この数がふえていくかどうかが、有料化の波及効果(ごみ問

題を超えた、より幅広い環境問題への)のひとつの目安になると思われる。

3 住民の態度

A 態度とその変化の特徴

1 有料化前後の賛否

さきに述べたように、有料制は住民多数の反対を押し切って導入されたが、

それから現在までの約 3年の問に、住民の有料制への態度には大きな変化がみ

られた。アンケートの (11 賛否〉によってそれを追ってみよう O

V伊達(図~5 A参照)

[反対]が59.1%と過半数を占めていたのが、有料化後には[諦め]も含め

て46.9%と、 12.2ポイント減り、半数を割った。逆に[賛成]は18.3%から32.9%

へと 14.6ポイントふえた O その結果、[賛成]が[反対]を上回った。ただし、

[反対]と[諦め]の合計を上回ってはいない。

前

後

圏一 5A 有料化前後の住民の賛否 伊達市

牢グラフ外の数字は人数。線はそれぞれの人数の移動を表す。
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ごみ処理有料化のごみ減量効果と住民意識への影響

[反対]の減少に大きく寄与しているのは、[反対]から[賛成] ・[不判]

への変化の大きさと、[賛成] ・ [不判]から[反対]への変化の小ささである。

前者は[反対]の28.9%にのぼるのに対し、後者は[賛成]・[不判]の14.0%

にすぎない。

また、[不判]の約半数は判断を留保しつづけているが、それと同数の人々

が[賛成]に回っているのに対し、[反対]に回った人々は11.1%しかいない。

以上から、比較的多くの人々が有料化後の経験を通じて有料化を積極的に評

価するようになったということが分かる。

賛成 反対
前 28.4 54.5 

22 1 2 10 7 13 18 

22 5 10 

後 42 動 11.4瀦 14.8 23.9 

図-58 有料化前後の住民の賛否 倶知安町

*グラフ外の数字は人数。線はそれぞれの人数の移動を表す。

V倶知安(図-5B参照)

(単位:部)

[反対]が54.5%と過半数を占めていたのが、有料化後には[諦め]も含め

て38.7%と、 15.8ポイント減り、半数を割った。逆に[賛成]は28.4%から42.0%

へと 13.6ポイントふえたo その結果、[賛成]は[反対]を上回り、[反対]と

[諦め]の合計をも上回っている。

伊達と同様、[賛成] ・[不判]から[反対]への変化に比べて、逆方向の変

化の方が太きい。前者が9.1%に対し、後者が35.4%、そのうち[反対]から[賛
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成]に変化した人だけでも20.8%に達する。[不判]では、過半が[賛成]に

回り、[反対]に変わった人はごく少なし、

結果において伊達市よりも[賛成]が多く [反対]が少なくなったのは、有

料化前においてすでに伊達市よりも[賛成]が多く [反対]が少なかったこと

によるところが大きい。

両市/町に共通する点、は、①過半数を占めていた[反対]が減り、[諦め]

を合わせても過半数を割ったこと、②[賛成]がふえて[反対]を上回ったこと、

①しかし[賛成]が過半数を占めるには至っていないこと、である O

有料化前の賛成理由は、[減量]、

[リサイクル]、[公平]、[予算節約]

の順に多く、有料化後も、順位、割

合ともほとんど変わらない。[不買]

は、有料化の前後を問わず絶対数は

少ないが、急増している O

[減量]、[リサイクル]、[不買]

は有料制の目的そのものであるごみ

の減量への価値づ、けを、また[公平]、

[予算節約]は付随的な社会的変化

への価値づけを示しているが、これ

ら両方がともにふえている。

有料化前の反対理由は、[支出増]、

[他予算]、[不公平]、[不滅]、[そ

の他]の}II員に多い。だだし[支出増]

と[他予算]とは僚主である O 有料化後、他はほとんど変動がなかったが、

11 有料化前後の賛否理由

V伊達(函-6A、図 7 A参照)

(単位耳)

20 
減量

32.2 

。
有料化前 有料化後

図-6A 有料化前後の賛成理由

伊達市

*複数回答の総副答数に対するパーセンテージ

A
斗
L

門

J
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(単位:') 

10 

13 。
有料化前

[支出増]だけは7.0ポイント減り、

[他予算]よりも少なくなった。[他

予算]はごみ処理問題だけでなく市

28・2 政全般に対する不満を、[不減]は

有料化の手段的有効性に対する疑問

その他

不公平
15.3 

不減 14.1 

有料化後

図-7A 有料化前後の反対理由

伊達市

*複数回答の総回答数に対するパーセンテージ

を、[不公平]は社会的・相対的な

負担感を、それぞれ示していると考

えられるのに対し、[支出増]は個

人的・絶対的な負担感を示している

と考えられる。これらすべてにわた

って絶対数が減り、その結果として

[反対]者全体の数が減ったのであ

るが、その最大部分は、[支出増]

すなわち個人的・絶対的な負担感の

減少によるものと言える。

V倶知安(図 6 B 、図 7 B参照)

有料化前の賛成理由は、[リサイクル]と[公平]が最も多く、つづいて[減

量]、そして[不買]と[予算節約]が僅かず、つみられた。有料化後は[公平]

の割合が小さくなったが、これは他に比べてふえ方が小さかっただけで、絶対

数はふえている o [不買]は、有料化の前後を問わず絶対数は少ないが、急増

している。

反対理由は、有料化前は[予算]、[支出増]、[不減]、[不公平]の順に多か

った。有料化後、[予算]が5.0ポイント減り、[支出増]が7.4ポイント減った。

他も絶対数が減ったので[予算]が l位なのは変わらなかったが、 2位だった

[支出増]は 4位に落ちた。[反対]者の減少の最大要因は、町政全般に対する

不満の減少と個人的な負担感の減少によるものと言える。

p
h
u
 

η
t
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(単位 :r&)

100 

20jl 減量

24.5 

。
有料化前 有料化後

図-68 有料化前後の賛成理由

倶知安町

本複数回答の総回答数に対するパーセンテージ

(単位:鬼)

10 

27.8 

19.7 

有料化前 有料化後

図-78 有料化前後の反対理由

倶知安町

*複数回答の総回答数に対するパーセンテージ

両市/町に共通にみられる点は、

反対者の減少の最大要因が、負担が

予想したほど大きくないと感じる人

がふえたことにあるという点である O

しかし、このことをもって反対者の

減少の原因は説明しえても、それら

の人々の一部が単に諦めるにとどま

らずより積極的に賛成に回るに至っ

たことの原因は説明しえない。後者

はやはり、有料制のもたらすさまざ

まな事柄への積械的な価値づけが多

くの人の内面に生じたということに

よって説明すべきであろう。

この点で特に示唆的なのが[不買]

の急増である。有料化前にはあまり

予想していなかった購買上の節約行

動を高く評価して態度を[賛成]に

変えたものと思われる。これはさき

にみた減量方法における[不買]と

ともに、有料化の今後の波及効果(ご

み問題を超えた)を示唆する変化と

みなすことができょう O

しかし増加したのは[不買]だけ

ではない。すべての賛成理由がまん

べんなくふえている。手数料のため

の支出増が絶対的に過大な負担に感

じられさえしなければ、その負担に

相対的な差異をつけることによって
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ごみ減量を促すことに、むしろ積極的になる人が多いと言えよう O

B 態度とその変化の諸要因

前章で見た住民の態度の分散およびその変化は何によって規定されているの

であろうか。要因は数多くあると思われるが、ここではそのなかでも個々の住

民の態度に直接大きく影響を及ぼすと思われる 4つの要因ーーベi)環境とごみ減

量への関心、 (ii)リサイクル参加、(山)ご、み減量感、および(iv)手数料支出水準

をとりあげ、そのそれぞれについて影響の有無を検証する o (このほかに、導

入時の賛成・反対運動への関わり方も個々の住民の態度に大きく影響すると想

像される 21)が、その検証はあまりに複雑な調査と考察を必要とするので今回

は除外し、他日稿を改めて詳しく論じたい。)

上記の分散およびその変化は、言うまでもなく個々の住民の態度およびその

変化の合成結果である O そこでここでは、上記の 4つの要因のそれぞれについ

て、アンケートの回答別に住民をグループ分けし、それらの賛否比率([賛成]

: [反対])を比較することによって、 4要因の影響を検証することにする。

なお、アンケートの結果からみて、本節でとりあげる諸事項については、本

節で述べる範囲内において、伊達市と倶知安町との聞に基本的な相違はない。

したがって以下では便宜上、伊達市と倶知安町とに分けて記述しない。両市/

町の聞に相違がある場合には、倶知安町について< )を付して記述する O

l 環境とごみ減量への関心

有料化への態度を規定すると思われる諸要因のなかで最も内面的なものが、

地球環境やごみ問題に対する関心のあり方である O アンケートの(14 環境問

題への関心〉および(15 ごみ減量への関心〉への回答と {11 賛否〉への回

答との関連を検証してみよう o (表-4A、表 4 B参照)
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表 4-A 環境・ごみ減量関心と有料化前後の賛否 伊達市(単位:%) 

環境問題への関心 ごみ減量への関心

非常にある ま あある 非 常にある ま あある

賛成:反対 賛成!反対 賛成;反対 賛成;反対

有料化前 23.4 : 58.5 16.7 : 66.7 23.9 : 59.7 9.7 : 65.8 

有料化後 44.2 : 27.3 27.8 : 32.0 44.1 : 28.5 14.6 : 26.8 

i蒲 考 [反→諦]11.7 [反→諦]27.8 [反→諦]14.7 [反→諦]34.1 

* [あまりなし4および[ない]はサンプルが少なすぎるので省略した。

表 4-8 環境・ごみ減量関心と有料化前後の賛否 倶知安町(単位:%) 

環 境問題への関心 ごみ減量への関心

非常にある ま あある 非常にある ま あある

賛成 反対 賛成!反対 賛成 i反対 賛成!反対

有料化前 44.1 : 5l.1 14.3 : 65.8 36.9 : 50.9 l3.0 : 73.8 

有料化後 62.7 : 30.2 14.3 : 17.2 54.4 : 2l.1 17.3 : 34.7 

備 考 [反→諦] 2.3 [反→諦]34.3 [反→諦]12.3 [反→諦]21.4 

牢[あまりない]および[ない]はサンプルが少なすぎるので省略した。

伊達市についても倶知安町についても、また環境への関心についてもごみ減

量への関心についても、次の 7点を共通に指摘することができる。

①有料化前においては、[非常にある]層でも[まあある]層でも[賛成]

よりも[反対]の方が多かった。②しかし、[非常にある]では[まあある]

よりも賛否比率が高かった。①[非常にある]と[まあある]との両方で賛否

比率が高まった O ④しかし、[非常にある]の方が[まあある]よりも賛否比

率の高まり方が大きかった O ⑤有料化後、[まあある]では相変わらず[賛成]

よりも[反対]の方が多いが、[非常にある]では逆転が生じて[賛成]が[反

対]よりも多くなっている ω ⑥[諦め]た人は、[非常にある]よりも[まあ

ある]で圧倒的に多い。⑦[まあある]では[反対]に[諦め]を加えると半

数を超えるが、[非常にある]では[反対]に[諦め]を加えても[賛成]に
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及ばない O

以上から、環境やごみの減量への関心が高い層ほど、有料化の前において、

また有料化の後においてはなおさら、有料制に対して肯定的である傾向が強い

と結論することができょう o (ただし、今回の調査では有料化前後での環境や

ごみの減量への関心の変化ではなく現在の関心だけを質問したので、関心の変

化と賛否の変化との因果関係は明らかにしえない。)

11 リサイクル参加

リサイクル運動への参加は有料化への態度に影響を及ぼすであろうか。この

点をアンケートの 03 リサイクル参加〉と (11 賛否〉とを用いてみてみよ

う。(表 5 A、表 5 B参照)

リサイクルに積極的に[参加] している層と単に[協力]しているだけの層

表ー 5A リサイクル参加と有料化前後の賛否 伊達市(単位:%) 

参 加 協 力

賛 成:反 士ナ 賛 成:反 士十

有料化 前 2l. 6 52.9 19.1 64.6 

有料化後 47.1 23.6(33.4) 30.3 33.3(55.5) 

備 考 [反→賛]19.6 [反→諦J9.8 [反→賛J10.1 [反→諦J22. 2 

*[都合が悪い]、[する気がない]および無回答は、サンフ。ルが少なすぎるので省略した。

有料化後の( )内は[反対]と[諦め]の合計。

表-5 B リサイクル参加と有料化前後の賛否 倶知安町(単位:%) 

参 力日 協 力

賛 成 j 反 対 賛 成;反 対

有料化前 50.0 44.5 15.2 67.5 

有料 化 後 69.5 13.9(22.2) 23.9 34.8 (54.4) 

備 考 [反→賛J16.7 [反→諦J8.3 [反→賛J8.7 [反→諦J19.6

*[都合が悪い]、[する気がない]および無回答は、サンプルが少なすき、るので省略した。

有料化後の( )内は[反対]と[諦め]の合計。
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とでは、有料化前における有料化への態度に大きな違いがある。[参加]層で

も[賛成]が過半数を占めてはいなかったが、[協力]層に比べると賛否比率

が3割<5倍)ほど高い。

リサイクルは有料化以前から町内会や子供会などによって行われていたから、

現在の[参加]層には以前からの参加者がほぼすべて含まれていると考えられ

るO その人たちの場合には、従来からのリサイクル体験を通じて資源の有効活

用の意義を内面化していたため、その促進につながることが予想されるごみ有

料化を高く評価する人が多かったと推測される O

しかし他方では、[参加]層には有料化後に初めてリサイクルに参加するよ

うになった人も含まれていると考えられる O その人たちの場合にはむしろ、有

料化に対する肯定的な評価がリサイクルへの参加を促したという関連が推測さ

れる O 今回の調査では[参加]層を従来からの参加者と新規の参加者とに分類

しなかったので、後者についてのリサイクル参加と有料制評価との因果関連ま

では確定できない。

有料化後には、どちらの層においても賛否比率が大幅に高まっている。しか

しその幅は[参加]層の方が大きい。[協力]層では賛否比率がおよそ 3倍に

なったのに対して、[参加]層ではおよそ 5倍になった O また、[賛成]と[反

対] + [諦め]の比率をみると、[協力]層ではおよそ 2倍になったのに対し、

[参加]層ではおよそ 3倍になっている。これは、同じ[反対]の減少でも、

[協力]層では[賛成]にまわる人よりも[諦め]る人のほうが多かった(お

よそ 2倍)のに対して、[参加]層では[諦め]る人よりも[賛成]にまわる

人の方が多かった(およそ 2倍)という違いによる O

この違いは、 清sは有料化後のリサイクル参加の経験の有無からくるものと

推測しうる。リサイクルへの参加を通じてごみがどれほど減量されうるかを実

感した人に、有料制を高く評価するようになった人が多いと言える O

逆に、有料化後の、リサイクル以外の経験(例えば各家庭でのごみ減量実践

など)から有料制を肯定的に評価するようになり、そこからリサイクルに参加

するようになったというケースもあると思われる。その場合にはリサイクル参
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加が有料制評価の変化のすべてを引き起こしたとは言えない。しかしその場合

にも、現在の賛成の態度は、新規に参加するようになったリサイクルの経験か

らくる満足感によって支えられていると考えるのが妥当であろう。

以上にみたように、いくつかの留保を設けたうえで、リサイクル参加は有料

制への住民の態度を規定し変化させる要因の一つであると言えよう O

iii ごみ減量感

ごみを減らすことができるという予想あるいはできたという実感は、有料化

への態度に影響を与えるであろうか。この点を、アンケートの{10 減量感〉

と{11 賛否〉を用いてみてみよう o (表-6A、表 6 B参照)

表-6A 減量感と有料化前後の賛否 伊達市(単位:%) 

不 D2 割減 2-3割減 4-5割減

賛成:反対 賛成;反対 賛成 i反対 賛成!反対

有 料 化 目リ 17.7 60.8 28.2 58.9 2l.0 63.3 0.0 78.6 

有 料 化 後 23.5 3l.5 30.8 35.9 42.2 28.9 50.0: 28.6 

[反対]+ [諦め] 55.0 56.4 50.0 42.9 

* [一時i成]、 [6割以上減]、[増加]、無回答は、サンフ。ルが少なすぎるので省略した。 [4-5

割減]はサンプルが少ないので精度が低い。

表-6B 減量感と有料化前後の賛否 倶知安町(単位:%) 

不 川2え、 1 割減 2-3割減 4-5割減

賛成;反対 賛成;反対 賛成;反対 賛成;反対

有 料 化 前 27.0 56.7 24.0 60.0 30.0 60.0 66.7 33.4 

有 半;↓ 化 後 29.7 37.8 64.0: 8.0 50.0 10.0 66.7: 16.7 

[反対]+ [諦め] 48.6 28.0 40.0 16.7 

* [一時滅]、 [6割以上減]、[増加]、無回答は、サンプルが少なすぎるので省略した。 [4-5

割減]はサンプルが少ないので精度が低い。

有料化前の賛否比率は、有料化後にご、み減量がどの程度行われることになる

唱
E
i

O
6
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かとは比例関係をもたない。それに対し、有料化後の賛否比率は、減量の実感

に大きく左右されている O どの層でも[賛成]がふえ[反対]が減っているこ

とに違いはないが、その増減率には大きな差がある O その結果、賛否比率や[賛

成]対[反対]+ [諦め]の比率が、減量感の大きい層ほど高くなっているく[不

変]とその他とでは後者の方が圧倒的に大きくなっている〉。

ごみの減量に努力してみずから成果を実感すればするほど、またそれによっ

て手数料負担を小さくすることに成功すればするほど、一方ではごみ減量とい

う有料化の目的を大きく意識し、他方で手数料負担という有料化のデメリット

を小さく意識するようになると言えよう O この両者があいまって、ご、み減量へ

の積極的な意識と行動を住民の間に引き起こすと同時に、それを促進する有料

化そのものへの評価も高くなると考えられる O

iv 手数料支出水準

手数料支出の負担感が当初の予想ほど大きくないと感じることによって多く

の人が反対の態度を変えたという推測はすでに述べた。このことを、個々の住

民のレベルで再検証しよう。

ところで、ごみ処理手数料の支出は各家庭でどれくらいの額にのぼるだろう

か。アンケートの {7 袋数〉の回答によってまとめると、表一 7Aおよび表

一 7Bに示すとおりである。

表-7A 各家庭の手数料負担伊達市

手数料換算

回答数一一一一白
1 -2袋 3-4袋 5-6袋

60-120円

75 

円一一
n
u
=
 

P
O

一一

q
J
=
 

一
一
一

5

ハU

一一
ハU

一一

q
d
z
 

円一一
ハU
2

A
q
-
一

つω
士

-一

η
i

一

一

1
4

ハ
り0

0
 

1
E
4
 

% 39.0 45.7 10.4 3.0 

* [7-8袋]、 [9袋以上]および無回答は、サンフ。ルが少なすぎるので省略した。 [5-6袋]は

回答数が少ないので精度が低い。
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表-78 各家庭の手数料負担 倶知安町

1袋末満 1 -2袋

手数料換算 80円未満 80-160円 240-320円 400-480円

回 答数 22 31 3 

% 25.0 35.2 34.1 3.4 

* [7-8袋]、[9袋以上]および無回答は、サンフ。ルが少なすぎるので省略した。 [5-6袋]は

回答数が少ないので精度が低し、

このそれぞれの層が有料化に対してどのような態度をとっているか。アンケ

ートの (7 袋数〉と (11 賛否〉を用いてみてみよう o (表-8A、表-8B 

参照)

表-8A 手数料負担と有料化前後の賛否 伊達市(単位:%) 

袋未満 1 2 袋 3 4 袋

賛成; 反対 賛成: 反対 賛成; 反対

有料化前 24.1 : 55.2 19.2 : 58.9 1l. 8 : 82.4 

有料化後 48.3 : 20.6(39.6) 28.8 : 28.8(49.3) 17.7: 53.0(70.6) 

備 考 [賛一賛] 19.0 [賛一賛] 13.7 [賛一賛] 5.9 

[反一反] 15.5 [反一反] 23.3 [反一反]47.1 
'--

* [5-6袋]、 [7-8袋]、[9袋以上]および無回答は、サンプルが少なすぎるので省略した。

有料化後の( )内は[反対]と[諦め]の合計。

表-88 手数料負担と有料化前後の賛否 倶知安町(単位:%) 

1 袋未満 1 2 袋 3 4 袋

賛成: 反対 賛成: 反対 賛成 i 反対

有料化前 45.5 : 50.0 30.0 : 53.3 13.7 : 69.0 

有料化後 68.2: 13.6(22.7) 36.7: 20.0(50.0) 27.6: 4l.3(48.2) 

備 考 [賛一賛]45.5 [賛一賛]26.7 [賛賛] 6.9 

[反一反] 13.6 
t一一一

[反一反] 16.7 [反一反] 34.5 

* [5-6袋]、 [7-8袋]、[9袋以上]および無回答は、サンプルが少なすぎるので省略した。

有料化後の( )内は[反対]と[諦め]の合計。
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有料化前には、袋数が多く手数料支出が大きいと予想された層ほど[賛成]

の比率が低く、[反対]の比率が高かった。(ただし、袋数は有料化後のもので

あり、各家庭によって減量率が異なるため、有料化前の袋数に正確には対応し

ない。)有料化後には、どの層でも 1u-15% <3-18%)の人々が[賛成]にま

わり、 20%弱 <7-30%) の人が[諦め]るようになった。これは、[反対]の

人のうち[賛成]または[諦め]にまわる人の割合が、手数料支出の小さい層

ほど高く、大きい層ほど低いということをも意味する O 一方、[賛成]から[反

対]に変わる人はほとんどいなかった (0-3%)。その結果、[反対]に比べて[賛

成]の比率が高まり、 [1-2袋]の層では括抗し<[賛成]が[反対]を上回り〉、

[ 1袋未満]の層では[賛成]が[反対]を大きく上回った。なお、[反対]に

[諦め]を加えると、それを[賛成]が上回るのは[1袋未満]の層だけである。

有料化前から現在まで[反対]しつづけている人の比率は袋数が多いほど高い。

以上から、有料化に対する各家庭の態度は、手数料負担(の予想)が太きけ

れば大きいほど否定的であり、かっ閏定的であることが明らかになった O 経済

的な要因が各家庭の態度に影響していることは明らかである O

とはいえ、経済的な負担感は、その絶対量によってではなく、所得と比べた

場合の相対量によって規定されるのではないのだろうか。この点を検証するた

めに、アンケートの {6 年収〉の回答と {11 賛首〉の回答との関係をみて

みよう o (表 9 A、表 9 B参照)

，表-9A 所得水準と有料化前後の賛否伊達市(単位:%) 

200万円未満 200-500万円 500-800万円 800万円以上

賛成 i反対 賛成!反対 賛成:反対 賛成;反対

有料化前 12.5 : 62.6 19.1 60.2 25.5 63.8 15.3 61.5 

有料化後 18.8 25.1 27.0 : 39.7 36.2 31.8 26.9 34.6 

[反対]十[諦め] 62.6 58.7 48.8 50.0 

備 考 [反一諦J37.5 [反一諦J19.0 [反一諦J17.0 [反一諦J15.4 

[反一賛J6.3 [反一賛J15.9 [反一賛J10.6 [反一賛J15.4 

*無回答は、サンプルが少なすぎるので省略した。
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表-98 所得水準と有料化前後の賛否倶知安町(単位:%) 

200万円未満 200-500万円 500-800万円 800万円以上

賛成;反対 賛成;反対 賛成:反対 賛成;反対

有料化前 37.5 : 50.0 27.8 61.1 21.5 : 64.2 54.5 36.4 

有料化後 37.5 12.5 47.3 : 27.8 32.2 : 25.0 72.7 27.3 

[反対]+ [諦め] 50.0 38.9 46.4 27.3 

備 考 [反一諦]37.5 [反一諦]11.1 [反一諦]2l.4 [反一諦] 0.0 

[反一賛] 0.0 [反一賛]16.7 [反一賛]10.7 [反一賛] 9.1 

*無回答は、サンプルが少なすぎるので省略した。

表から明らかなように、所得の高低と有料化への賛否との聞には直線的な

関係はない。一見したところ関連が抽出できそうに見える部分もあるが、伊

達市と倶知安町に共通する関連は見いだせない。例外的に、表中備考欄の[反

→諦]から、所得が低いほど[反対]から[諦め]に変わる人が多いように見える O

しかしサンプルが少ないので精度が低い。

本項の考察から、有料化への態度およびその変化は、手数料支出の負担!惑

に関連をもつが、その負担感は支出の絶対額と減少率(前項での考察から)

に規定され、所得に占める比重には規定されない、と推定することができる O

これは、「ごみのための支出」と考えるとその大きさに敏感になるが、かとい

ってそれによって生活が圧迫されていると感じるほどではないという、少な

からぬ住民の感覚の現れと解釈しうる O もちろん、だからといって[支出増]

を理由に反対している人が現在でも人数にして全体の12.8% (5.7 % >いるこ

とを無視してよいというわけではない。

F
K
J
 

口
δ
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むすび

本稿で伊達市と倶知安町のごみ処理有料化について明らかになったことは、

以下のとおりである O

① 両市/町の間では、倶知安町の方が有料化前後とも賛否比率が高く、賛

成理由として「リサイクル」を挙げた人が多いという違いはあるが、以

下の諸点では非常に似通っている O

② 有料化にはごみを減らす効果がある 1割前後の排出を削減したと推

定される O

③ 有料制は賛成者よりも反対者の方が多いなかで導入されたが、有料化後、

反対者が大幅に減って賛成者がふえ、後者が前者を凌駕するに主った O

ただし半数に達していない。

④ 住民の態度とその変化を規定する要因として、環境問題やごみ減量そ

のものへの関心の強さ、リサイクルへの参加経験の有無、有料化をきっ

かけとしたごみ減量努力の成功感、そして手数料支出の負担感を挙げる

ことができる O

① これら 4要因のうち、少なくともごみ減量努力の成功感は有料化その

ものが生み出した要閃である O 有料化はそれを通じて住民の聞にごみ減

量への積極的な意識と行動を引き起こし、そのことを通じてまたある程度、

それ自身への支持をも創り出す。

以上の考察から、少なくとも現時点までの両市/町を見るかぎり、ごみ処理

有料制は有効性と被受存可能性、そして意識喚起力をもった制度である可能

性が高いと、ひとまずは推定しておくことができょう O

しかし問題がないわけではない。 依然として反対しつづけていたり、 一応

諦めてはいるものの心の底では反対している住民が 4割ないし 5割近くにの

ぼっているという現実がある。

またこの制度は、環境負荷を軽減するという目的からみると、単独では完

全にうまく機能せず、他の種々の施策との組み合わせを必要とすることも分
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かった O その内容を提案するのは本稿の目的ではないし、両市/町ではすでに

いくつか耳1りキ:[んでいるので詳i両命は避け、 f也に譲ることにしたい22)。ただ、

本稿で得られた知見をふまえてひとつだけ指摘すれば、有料化をきっかけに

住民の聞にはたしかにご、み減量ーへの積極的な意識と行動が生まれはじめてい

るのだから、すでに足掛かりはできているということである O 今後はその足

掛かりを大切に広げていく仕組みを、あくまでも住民相互の協力、行政と住

民との協力でつくりあげる取り組みが有効であろう O

ごみの減量は、いうまでもなく消費者としての住民だけが努力すればでき

るというものではない。また、住民にだけごみを減らす義務があるわけでも

ない。地方自治体はごみの処理を義務づけられているとはいえ、ごみの生産

を規制する権限をほとんど与えられていない。消費の場面で排出されるごみは、

生産と流通の場面で生み出される O したがってごみの減量は、ごみを大量に

生み出す消費生活の見直しだけでなく、ごみの生産にまでさかのぼってメス

を入れないかぎり十分なものにはなりえない O

しかしそのためには消費者であり生活者であるイ主民からの圧力が必要であ

るO この圧力は住民のごみへの関心が高まり、減量やリサイクルの実践の努

力がなされ、その成果とともに限界が実感されればされるほど説得力をとも

なったものとなろう O またそれはみずからの大量消費生活の非合理性の見直

しをともなえばともなうほど強く、また実イ本をともなったものとなろう O

そのような意味でごみ処理有料制は、個々人の生活から社会全体にまでお

よぶ大きな、しかし地道で、しかありえない変化を、まずは生活の場から引き

起こすきっかけとなりうる、ひとつの「仕掛け」である。これが今後うまく

機能しうるか、また人々に受け入れられ広まるか。今後さらに広く長い視野

でその可能性を探っていく価値があろう O
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資料

アンケート覇査の結果

調査対象:伊達市民298人、倶知安町民193人

抽出方法:無作為抽出法(家族単位の回答を求めるため電話帳を用いた)

調査時期:1992年4月 1日ー15日

調査方法:郵送によるアンケート調査

有効回収数(率):伊達市164人 (55.0%)、倶知安町88人 (45.6%)

([ ]は本文中における略称。( )内の数字は特記しないかぎり回答者に占めるパーセン

テージ。)

回答数 伊達市 倶知安町

(1) あなたの年齢は?

20歳未満 O( 0.0) O( 0.0) 

20歳代 3( 1.8) 1 ( 1.1) 

30歳代 20(12.2) 19 (21.6) 

40歳代 36(22.0) 30(34.1) 

50歳代 38(23.2) 19 (21.6) 

60歳代 36(22.0) 14(15.9) 

70歳以上 31(18.9) 5( 5.7) 

(2) あなたの性別は?

女性 56(34.1) 30(34.1) 

男性 107(65.2) 56 (63.6) 

NA l( 0.6) 2( 2.3) 

(3) ご家族は、あなたを含めて何人ですか?

1人 14( 8.5) 7( 8.0) 

2人 61 (37.2) 25 (28.4) 

3人 36(22.0) 15 (l7 .0) 

4人 27(16.5) 24(27.3) 

5人 16( 9.8) 9(10.2) 

6人 9( 5.5) 7( 8.0) 

NA l( 0.6) 1 ( 1.1) 

(4) ご家族のなかで働いていらっしゃる方は何人ですか?

いない 48(29.3) 9(10.2) 

1人 56(34.1) 36 (40.9) 

2人 38(23.2) 31(35.2) 

3人 18(11.0) 9(10.2) 

4人 3( 1.8) 2( 2.3) 

NA l( 0.6) 1 ( 1.1) 
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(5) 働いていらっしゃる方の職業は?(あてはまるものすべてにOをつけてください。)

農・林・漁業自営 10 5 

工業自営 4 0 

商業・サービス業自営

農・林・漁業被雇用者

工業被雇用者

商業・サーピス業被雇用者

公務員

団体職員

その他

(6) ご家族全体の年収はおよそどれくらいですか?

200万円未満 [200万円未満]

200万円以上5∞万円未満 [200-500万円1
500万円以上8ω万円未満 [500-800万円]

800万円以上 [800万円以上 27(16.5) 12(13.6) 

NA 4 ( 2.4) 1 (1.1) 

(7) あなたのご家庭では週にー平均何袋(大きい袋に換算して)ごみを出しますか?

1袋未満 [1袋未満 64(39.0) 22(25.0) 

16 11 

7 O 

14 7 

25 17 

23 24 

15 11 

35 21 

18(11.0) 9(10.2) 

68(41.5) 37(42.0) 

. 47(28.7) 29(33.0) 

1-2袋 [1-2袋]

3-4袋 [3-4袋]

5~6袋 [5-6袋]

7-8袋 [7-8袋]

9袋以上 [9袋以上]

75(45.7) 

17(10.4) 

5( 3.0) 

1 ( 0.6) 

o( 0.0) 

31(35.2) 

30 (34.1) 

3( 3.4) 

o( 0.0) 

2( 2.3) 

NA 2( 1.2) o( 0.0) 

(8) あなたのご家庭ではごみを減らすためにどのような工夫をしていますか?あてはま

るものすべてにOをつけてください。) (パーセンテージは総回答数に対するもの〕

特に何もしていない[しない 4(0.8) 2( 0.8) 

袋にできるだけたくさん詰め込む[詰め込む] 71(14.1) 34(13.1) 

生ごみの水分を切る[水きり] 47( 9.3) 30 (11.6) 

生ごみを堆肥にする[堆肥化] 83(16.5) 35 (13.5) 

燃えるものは家庭で燃やす[燃やす] 104(20.7) 53(20.5) 

古紙回収や集団回収などリサイクルに出す[リサイクル] 129(25.6) 73(28.2) 

買い物のときに過剰包装を断る[包装断る] 48( 9.5) 21 ( 8.1) 

ごみになりやすいものを買わない[ごみ不買] 11 ( 2.2) 7 ( 2.7) 

なるべくものを買わない[もの不買] 5( 1.0) 1 ( 0.4) 

その他[その他] 1 ( 0.2) 3( 1.2) 

(9) ごみ処理が有料化されてから、ごみを減らす工夫を以前よりも熱心にやるようになり

ましたか?

Q
U
 

0
0
 



以前も今も、特に何もしていない

以前も今も熱心だ

少し熱心になった

非常に熱心になった

亀 田 正 人

有料化された当初は熱心になったが、今は元に戻った

その{也

NA 

12( 7.3) 8 ( 9.1) 

40 (24.4) 19 (21.6) 

65(39.6) 41 (46.6) 

39(23.8) 16 (18.2) 

7( 4.3) 4( 4.5) 

O( 0.0) O( 0.0) 

1 ( 0.6) O( 0.0) 

(9A) I少し熱心になった」 ・「非常に熱心になった」・「宿料化された当初は熱心になっ

たが、今は元に戻った」とお答えになった方にお向きします。熱心になった理由は何で

すか?パーセンテージは該当者数に対するもの〕

ごみ手数料の支出を節約しようと思ったから 24(21.6) 19(31.1) 

ごみは減らした方がよいと思うようになったから

「ア」と「イ」の両方

その他

22(20.7) 

58(54.1) 

l( 0.9) 

19 (31.1) 

22(36.1) 

o ( 0.0) 
NA 6(2.7) 1(1.6) 

(9B) I有料化された当初は熱心になったが、今は元に戻った」とお答えになった方に、重

ねてお聞きします。冗に戻った理由は何ですか?パーセンテージは総回答数に対する

もの〕

ごみを減らす作業がめんとうだから

努力の割にごみが減らないから

ごみ料金はそれほど大きな支出ではないから

その他

2(20.0) 

6(60.0) 

100.0) 

1 (10.0) 

{lO} ごみ処理が有料化されてから、あなたの家庭のごみの量は減りましたかっ

変わらなかった[不変 52(31.7)

一時は減ったが、元に灰った[一時j成]

1害IJほどj成った[1割減]

2・3割減った [2-3割減]

4・5割減った [4-5割減]

6割以上減った [6割以上減]

ふえた[増加]

NA 

Ul} あなたはごみの有料化に賛成ですか、反対ですか?

有料化する前もした後も賛成[賛一賛]

6( 3.7) 

39(23.8) 

40 (24.4) 

14( 8.5) 

5( 3.0) 

2 ( 1.2) 

6( 3.7) 

22 (13.4) 

有料化する前は賛成だったが有料化Lた後反対になった[賛→反]

1 (25.0) 

1(25.0) 

1 (25.0) 

1 (25.0) 

41 (46.6) 

4 ( 4.5) 

25 (28.4) 

10 (11.4) 

6 ( 6.8) 

l( 1.l) 

o ( 0.0) 
1 ( 1.1) 

22 (25.0) 

5( 3.0) 2( 2.3) 

有料化する前は賛成だったが有料fヒした後はどちらとも這えない[賛→不判]

3( 1.8) I( 1.1) 

有料化する前は反対だったが有料化してからは賛成になった[以→賛]
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有料化する前もした後も反対[反反]

20(12.2) 

38(23.2) 

有料化する前は反対だったがしてからはどちらとも言えない[反→不判]

10 (11.4) 

18(20.5) 

8( 4.9) 7( 8.0) 

有料化する前は反対だったが、してしまったものは仕方がない[反→諦]・[諦め]

31(18.9) 13 (14 .8) 

有料化する前はとちらでもなかったが、有料化してからは賛成になった[不判→賛]

12( 7.3) 5( 5.7) 

有料化する前はとちらでもなかったが、有料化してから反対になった[不判→反]

3(1.8) 1(1.1) 

有料化する前もした後も、どちらとも言えない[不判不判]

12( 7.3) 2( 2.3) 

その他[その他 2(1.2) 3( 3.4) 

NA 8( 4.9) 4( 4.5) 

{l1A} 有料化に「反対だった」または「反対だJ ([以対1)と答えた方にお聞きします。そ

の現出は何ですかっ(あてはまるものすべてにOをつけてください。) Cパーセンテージ

は総回答数に対するもの〕

有料化しでもごみはj成らないから[不j成]

家計の支出がふえるから[支出増]

19(13.0) 

41 (28.1) 

13 (18.8) 

14 (20.3) 

所得の多い者にも少ない者にも同じ料金を負担させるのは不公平だから[不公平]

22(15.1) 

市はむだな予算を削ってごみ処理予算にまわすべきだから[他予算]

43(29.5) 

その他[その他] 21 (14.4) 

13(18.8) 

22 (31. 9) 

7(10.1) 

{llB} 有料化に「賛成だった」または「賛成だJ ([賛成l)と答えた方にお開きします。そ

の理由は何ですか?あてはまるものすべてにOをつけてください。) Cパーセンテージ

は総凶答数に対するもの〕

有料化によってご、みが減るから[減量 47(32.6)

有料化をきっかけにリサイクルが進むから[リサイクル 37(25.7)

有料化をきっかえにむだな買い物をしなくなるから[不買]

21 (24.7) 

29(34.1) 

9( 6.3) 7( 8.2) 

市の予算が節約できるから[予算節約]

ごみの量に応じて費用を負担するのが公平だから[公平]

その他[その他]

{m あなたの家庭ではごみを不法投棄したことがありますか?

ない

16 (11.1) 

33 (22. 9) 

2( 1.4) 

139 (84.8) 

2 ( 2.4) 

22(25.9) 

4 ( 4.7) 

76 (86.4) 

有料化の前にはしたことがないが、有料化されてからはしたことがある

2( 1.2) 3( 3.4) 
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亀田正人

有料化以前にも以後にもしたことがある

他の市町村にもって行ったことはある

NA 

{13} リサイクル(集団資源回収なと)に参加していますかっ

積極的に参加している[参加]

回収に来たら協力している[協力]

都合が悪くて参加も協力もしていない[都合が悪い]

参加も協力もする気がない[する気がない]

NA 

5( 3.0) 

1O( 6.1) 

8( 4.9) 

53(32.3) 

104(63.4) 

4 ( 2.4) 

l( 0.6) 

2( 1.2) 

2 ( 2.3) 

4 ( 4.5) 

3 ( 3.4) 

38(43.2) 

48(54.5) 

1 ( 1.1) 

o ( 0.0) 
l( 1.1) 

{13A} Iイ」または「ウ」と答えた方にお間きします。今後、都公が許せばリサイクル(集

団資源回収など)に参加しようとお考えですか?パーセンテージは該当者数に対する

もの〕

参加したい

誘われたら参加しでもよい

38(35.2) 

26(24.1) 

21 (41.2) 

11 (21. 6) 

今のままでよい 30 (27.8) 15 (29.4) 

都合が許さない 4 ( 3.7) 1 ( 1. 0) 

NA 1O( 9.3) 3( 5.9) 

{14} 近年、地球環境問題が話題となっていますが、あなたは関心をおもちですか?

非常に関心がある[非常にある]

まあ関心がある[まあある]

あまり関心がない[あまりない]

まったく関心がない[ない]

NA 

{15} あなたはごみを減らすことが必要だと思いますか?

非常にそう思う[非常にある]

まあそう思う[まあある]

あまりそう思わない[あまりない]

まったくそう忠わない[ない]

NA 

80(48.8) 46 (52.3) 

76(46.3) 36 (40.9) 

2( 1.2) 3 ( 3.4) 

2( 1.2) O( 0.0) 

4 ( 2.4) 3 ( 3.4) 

113 (68. 9) 61 (69.3) 

45 (27.4) 23 (26 .1) 

2( 1.2) O( 0.0) 

。(0.0) l( 1.1) 

4( 2.4) 3 ( 3.4) 

{16} ごみを減らすにはどのような対策が必要だと思いますか?自由にお書きください。

〔回答省略〕
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